
第三次北本市環境基本計画素案への意見一覧

修正前ページ 意見 修正後ページ 結果

10

市の概要・特性

雑木林や屋敷林等、民有の樹林地の減少が激しく、今後も都市化や上尾道路の貫通により、減少に歯止めがかからない

危機的な状況を示すと良いと思います。

37 【今後の課題】⾧期的な目標１の実現に向けてに文章を追加。

36

市の役割

公共事業実施による環境負荷の低減や環境への配慮だけでなく、雑木林や屋敷林、湿地等の民有地の保全など、環境保

全に関する予算の確保と事業の確実な実施を進める、という役割が重要です。

41

以下の文章の追加。

環境分野の取組は、多様な分野と密接に関連しているため、施策の推進にあたっては関連する施策との相乗効果が発現でき

るよう関係部局との調整を図ります。 施策の推進のための財政的措置や財源等の確保に努めます。

49
市の取組み②雑木林の保全と維持管理

雑木林の保全と維持管理→雑木林や屋敷林などの樹林地の保全と維持管理支援
54 右記のとおり文章を修正。

54
農業の多面的機能の増進を図り、安心・安全して暮らせる・・・

→農業の多面的機能の発揮・増進を図る。（以下無関係なので削除）
57 無関係部分を削除し、文章を修正。

54

農薬や化学肥料の適正使用など、環境にやさしい・・・

→化学合成農薬や化学肥料の低減、温室効果ガスの削減、生物多様性保全に資する水管理など、環境にやさしい・・・

（適正使用は農家の責務の範疇です。みどり戦略や日本型直接支払制度で示されている取組を推進することが大切で

す）

57

適正使用の部分について文章を修正。

「農薬や化学肥料の適正使用など、環境にやさしい農業を進めます。」

→「環境保全型農業など、環境にやさしい農業を進めます。」

56

３項目目

公園緑地・協定緑地、自然保全地等の面積割合

→それぞれ別のものなので、分けたほうが良いです。

58 参考指標について、関係各課と調整し項目を修正。

56

雑木林等の萌芽更新等整備面積

→雑木林、屋敷林等の民有の樹林地の保全面積。または、公有地化面積。

→森林計画対象民有林9haの維持面積

→保存樹木や保存樹林の箇所数や面積

環境保全型農業と有機農業の取組面積を追加。

58

参考指標について、関係各課と調整し項目を修正。

森林整備計画で対象民有林については、維持面積の状況を調査していないため指標とできない。

有機農業については市内農業者では取り組んでいる人がいないため指標とできない。

保護樹木の箇所数について追加。

60

環境指標 ４項目目

雑木林等の萌芽更新等整備面積

→森林計画対象樹林面積、または、市内雑木林の総面積

58 参考指標について、関係各課と調整し項目を修正。

69

1-1②主な取組内容２項目目

指定管理者制度・市民参加による雑木林の維持管理の推進、支援の充実

→指定管理者制度・市民参加による、生物多様性保全に資する雑木林の維持管理の推進、支援の充実

68
担当課と調整の上、記載は難しい。雑木林の維持管理を委託するにあたり、特別に生物多様性保全に資するということ業務

として想定しないため。

69

1-1④主な取組内容1項目目 荒川の広域的な保全の推進

→（分かりやすくしてください。トキ、コウノトリ自治体フォーラムや関東エコロジカルネットワークのことしょう

か。荒川河川敷には豊かな農地も広がっているので産業観光課も関係するのでは？）

68

担当課を関係各課に修正。

内容については、トキ、コウノトリ自治体フォーラムや関東エコロジカルネットワーク、水辺プラザの取組などの様々な事

業を想定しているため、個別具体事業を記載せず現状の記載のまま変更なし。

71

1-3①主な取組内容２項目目

農業・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた・・・

→農業・農村の多面的機能の発揮・促進に向けた・・・

70 担当課と調整の結果、多面的機能については維持に努めており、促進までの記載は難しい。

71

1-3①主な取組内容3項目目

環境保全や温室効果ガス排出抑制に資する・・・

→生物多様性保全や温室効果ガス排出抑制に資する・・・

70
担当課と調整の結果、記載の追加については難しい。環境保全については農薬量の調整等想定できるが、生物多様性保全が

無農薬ということを示しているということであれば現状難しいと判断。

71
1-3②主な取組内容4項目 学校農園や市民農園の推進など・・・

→1-3③主な取組内容2項目目へ移動
70 1-3②主な取組内容4項目を削除し1-3③主な取組内容1項目目の文章に追加。

71

1-3②主な取組内容 4項目目に追加

生物多様性保全機能や洪水調整機能など農業の多面的機能への理解に資する農業体験や田んぼまわりの生きもの調査活

動を推進する。 担当課：産業観光課・環境課

70 担当課と調整の結果、記載の追加については現状難しいと判断。


